
人材養成事業助成金交付要領 

（趣旨） 

この要領は、岩沼市商工会工業部会員が、事業所の経営基盤強化や経営環境変化に対応するため、

事業活動の展開に必要な公的技術等の免許習得を目的とした、その経費の一部に相当する金額を、工

業振興費工業部会等活動費の１／２を上限の範囲内で人材養成事業助成金事業（以下「助成金」とい

う。）として助成する。 

 

（助成対象者） 

この要領に定める助成金交付対象者は次の各号に掲げるものとする。 

（１）岩沼市商工会工業部会会員である経営者及びその従業員 

（２）その他、岩沼市商工会長が特に認めた者 

 

（助成対象事業及び助成対象経費） 

この要領に定める助成金の交付対象事業及び助成対象経費は下記に定めるとおりとする。 

 但し、助成金については、各年度１事業所３名までとし、同一対象者の申請は１回に限ることと 

する。 

区   分 助成対象経費 助 成 率 
限 度 額 

（１名あたり） 

免許取得事業 

 

 経営者及びその従業員が業務遂行に必要

な公的資格等の取得に要した費用（但し、普

通自動車、自動二輪、原付免許を除く。）。そ

の他、岩沼市商工会長が特に認めたもの。 

 尚、講習会等の実施機関から指定され、受

講にあたり必須とされる教材等については、

当該実施機関に対して支払った費用を助成

対象とする（任意で購入した市販の教材等は

除く）。 

受 験 料 ２分の１以内   １万円 

 

 （助成対象期間） 

助成対象期間は、会計年度期間の４月１日から翌年１月末日までとする。 

尚、年度内に受験・受講を行い、申請日までに受験料等の支払を完了したものを対象とし、受験合

否は問わない。 

     

（申請の手続き） 

助成金の申請手続きは、下記に定めるとおり指定の様式に必要書類を添えて岩沼市商工会長に提出

しなければならない。 



 区  分 

助成金申請・交付請求 助成金交付決定 

様  式 提出書類 申請期限 様  式 交付日 

免許取得事業 様式第１号 

受験する内容

が明らかであ

る書類（受験票

の写し及び受

験料領収書の

写し） 

受験した年度

の助成対象期

間とする。 

様式第２号 
交付決定日後、本会

が指定した日 

 

（助成金の交付） 

助成金の交付は、申請内容等を審査し岩沼市商工会長の承認後、様式第２号により交付決定し、助

成金を交付する。 

 

（助成金交付の取り消し等） 

 岩沼市商工会長は、助成金の交付を受けた者又は受けようとする者で次の各号のいずれかに該当す

る場合は助成金の交付の取り消し、又はすでに交付した助成金の返還を命じることができる。 

（１）虚偽の方法により助成金交付を受け、又は受けようとしたとき 

（２）その他、交付条件に違反したとき 

 

（その他） 

この要領に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は岩沼市商工会長がその都度に定め

る。 

 

 

 

 

 

 附  則 

 

（実施の時期） 

１．この要領は、令和８年６月１５日から実施する。 

  


